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≪東京地方裁判所≫
特許権侵害差止請求事件

（「金融商品取引管理システム」特許の侵害論・無効論）［上］（全２回）

－平成27年（ワ）第4461号、平成29年２月10日判決言渡－

事案の概要

　本件は、原告が、被告に対し、被告が実施している各サービスの行為が、金融商品取引管理システム
に関する特許（特許第5525082号（本件特許１）、特許第5650776号（本件特許２）、特許第5826909号（本
件特許３）を侵害するとして、その差止を請求した事案の判決である。
　争点は、①被告サービスが本件特許１に係る特許発明１の技術的範囲に属するか（均等論を含む）、②
被告サービスに使用されている被告サーバが本件特許２に係る本件発明２の技術的範囲に属するか（均
等論を含む）、③被告サービスに使用されている被告サーバが本件特許３に係る本件発明３の技術的範囲
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に属するか、④本件特許１〜３は無効審判により無効にされるべきものか（進歩性、分割要件、サポー
ト要件等）である。
　裁判所は、侵害論については、①被告サービスは特許発明１の技術的範囲に属しないし、均等侵害も
成立しない、②被告サービスは特許発明２の技術的範囲に属しないし、均等侵害も成立しない、③被告
サービスは特許発明２の技術的範囲に属しないと判示し、無効論については、④本件特許３は分割要件
及びサポート要件違反により無効にされるべきものであるとした。

被告各サービスの概要（判決による）

　被告サービス１（サイクル注文）は、あらかじめ指定した変動幅の中で、一定間隔の値幅で複数のイフ
ダン注文を一度に同時発注し、決済注文成立後、あらかじめ指定した変動幅の範囲で成立した決済注文
と同条件のイフダン新規注文をシステムが自動的に繰り返し発注する連続注文機能である。
　被告サービス２（ｉサイクル注文）は、あらかじめ指定した変動幅の中で、一定間隔の値幅で複数のイ
フダン注文にＯＣＯ注文の特徴を備えた注文を一度に同時発注し、決済注文成立後、相場の変動に合わ
せて変動幅を追従させ、相場変動に追従した新たな条件の注文をシステムが自動的に繰り返し発注する
連続注文機能である。

本件発明の概要

　特許発明の内容は、特許発明１の例を挙げると、外交為替証拠金取引（ＦＸ取引）において、複数本の売
り買いの注文の条件（値幅や利益など）を設定することで、効率的かつ円滑な取引を可能とするものである。
　本件発明１、発明２、発明３の記載は、次のとおりである（分説は判決による）。一見すると、多数の
限定があるように見えるが、その多くは、ＦＸ取引の手順を規定したものと思われる（下線は争点となっ
た主な記載部分）。
本件発明１
１Ａ　相場価格が変動する金融商品の売買取引を管理する金融商品取引管理システムにおける金融商品
取引管理方法であって、
１Ｂ　売買を希望する前記金融商品の種類を選択するための情報と、前記金融商品の売買注文における、
注文価格ごとの注文金額を示す情報と、前記金融商品の販売注文価格又は購入注文価格としての一の
注文価格を示す情報と、一の前記注文価格の前記金融商品を前記一の注文価格で販売した後に他の価
格で購入した場合の利幅又は一の前記注文価格の前記金融商品を前記一の注文価格で購入した後に他
の注文価格で販売した場合の利幅を示す情報と、前記注文が複数存在する場合における該注文同士の
値幅を示す情報と、のそれぞれを、前記金融商品の売買注文を行うための売買注文申込情報として受
信して受け付ける注文入力受付手順と、	

１Ｃ　該注文入力受付手順によって受け付けられた前記売買注文申込情報に基づいて、選択された前記
種類の前記金融商品の注文情報を生成する注文情報生成手順と、
１Ｄ　前記金融商品の前記相場価格の情報を取得する価格情報受信手順と、
１Ｅ　前記売買注文申込情報における前記注文価格と前記利幅とに基づいて、前記他の注文価格を算出
するための第二注文価格算出手順とを有し、
１Ｆ　前記注文情報生成手順においては、前記売買注文申込情報に基づいて、前記注文情報として、同
一種類の前記金融商品について、前記一の注文価格を一の最高価格として設定し、該一の最高価格よ
り安値側に、それぞれの値幅が前記売買注文申込情報に含まれる前記値幅となるようにそれぞれの前
記注文価格を設定し、設定されたそれぞれの前記注文価格としての第一注文価格について買いもしく
は売りの指値注文を行う第一注文情報、前記第二注文価格算出手順において算出された前記他の価格


